
新型コロナウイルス感染症対応フローチャート （R5.1.13 現在） 

                                  獨協埼玉中学高等学校 

毎日 登校前に自宅で体温を測り 体調チェックをする 

 

 

発熱なし           発熱なし ＊1           発熱あり    *2            濃厚接触者となった     

体調良好          風邪症状、味覚障害       風邪症状、味覚障害             (同居家族を含む) 

               嗅覚障害等あり         嗅覚障害等あり                                       

                                      

 

                            学校に欠席連絡、自宅休養、健康観察カード記入 

 

 

 

    ＊1の症状の人      *2の症状の人（37.5℃以上）   ＊1、＊2の人      『保健所』 

症状が消失       ・3日以内に解熱            症状が続く      『医療機関』等の指示に従う 

した           ・解熱した状態が 3日続く      悪化した         

               （解熱日が 0日とする）                 

        ・風邪症状が消失し 2日経過                     

※以上 3つを満たす場合 

                              

                              ＊1、＊2の症状あり  ＊1、＊2の症状なし 

                                                             感染者との最終接触日から

原則 5 日間の自宅待機終

了 

『保健所』、『医療機関』等の指示に従う 

※学校へ連絡、指示内容報告 

                           

健康観察カード 

を持参し、登校                            指示に従い未検査           検査で陽性 

                                     ・解熱した状態が 3日続く      保健所や専門医が 

                                     ・風邪症状が消失し 2日経過    登校を許可するまで 

                                     ・症状発生日から 7日経過した 

                                     ※以上 3つを満たす場合 

 

 

登校当日 

保護者記載の『新型コロナウイルス感染症に関連した出席停止措置依頼書』を提出（学校 HPよりダウンロード可） 

※記入漏れや症状によっては、即下校となる場合もある。また、書類が提出されない場合は、欠席扱いとなる。 

※新型コロナウイルス感染症に関するものにのみ適応され、症状や医師の指示等により出席停止期間を決定する。 

 

★発熱した日と解熱した日が同日の場合、その日は解熱日0日にはなりません。翌日を解熱日0日としてください。 

★同居するご家族に発熱や風邪症状がある場合は自宅学習をしてください。この場合も出席停止扱いとなります。 

 

37.0～37.4℃の場合、解熱

後 24 時間は自宅待機 

出席停止期間➡要担任相談 

検査で陰性 

発熱等の風邪症状

が消失後登校 


